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教員公募に関する申し合わせ

平成１５年２月３日学科長会議承認

平成１９年４月１日一部改正

平成２０年１月１日一部改正

平成２０年４月１日一部改正

１．教員公募は，研究科長名で行うものとする。

２．教員公募を行おうとする専攻は，研究科長へ申し出をするものとする。

３．研究科長は，公募の内容について，第一教員選考委員会へ適否を付託するも

のとする。

４．公募の事務手続きは，当該専攻において，研究科長の了承を得た後行うものとする。

５．公募は，別紙書式によるものとする。


